
児

童

扶

養

手

当

　

父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父
ま

た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
児
童
を
監
護
ま
た
は
養

育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
る

手
当
の
こ
と
で
す
。

◎ 

現
在
、
手
当
を
受
給
し
、
今

後
も
継
続
を
希
望
す
る
方

　

８
月
上
旬
に
郵
送
さ
れ
る
現

況
届
に
所
定
の
事
項
を
記
入
の

上
、
８
月
29
日
㈮
ま
で
に
窓
口

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

届
を
提
出
し
な
い
と
、
８
月
か

ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先　

市
役
所
児
童
福
祉
課　

子
育
て
応
援
Ｇ　

内
線
１
５
６

※ 

算
出
方
法
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

（
児
童
福
祉
課
で
配
布
）
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

▼
対
象
児
童

　

年
齢
が
18
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
（
身
体
・

精
神
に
障
が
い
の
あ
る
場
合
は
、

20
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）
ま
で

に
あ
り
、
次
に
該
当
す
る
児
童

・
父
母
が
離
婚
し
た

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

・ 

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら

の
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た

・ 

父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め

る
程
度
の
障
が
い
の
状
態

◎
新
た
に
受
給
を
希
望
す
る
方

　

こ
の
手
当
は
、
受
給
資
格
が

あ
る
場
合
で
も
、
対
象
者
が
請

求
し
、
認
定
さ
れ
な
い
限
り
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。
希
望
者
は
、

窓
口
で
認
定
請
求
書
や
添
付
書

類
（
戸
籍
謄
本
・
住
民
票
な
ど
）

の
説
明
を
受
け
て
か
ら
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

手
当
額
（
対
象
児
童
１
人
の

場
合
）
※
４
月
１
日
改
正

・
全
部
支
給　
４
万
１
０
２
０
円

・ 

一
部
支
給　

９
６
８
０
円
〜

４
万
１
０
１
０
円
（
所
得
に

よ
っ
て
異
な
る
）

・ 

父
ま
た
は
母
が
一
年
以
上
遺

棄
し
て
い
る

・ 

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら

か
で
な
い

・ 

母
が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た

・ 

母
が
児
童
を
懐
胎
し
た
当
時

の
事
情
が
不
明
で
あ
る

▼
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
場
合

・ 

児
童
が
日
本
に
住
ん
で
い
な
い

・ 

児
童
が
父
ま
た
は
母
の
死
亡

な
ど
に
よ
り
公
的
年
金
を
受

け
て
い
る

・ 

児
童
が
労
働
基
準
法
で
遺
族

補
償
な
ど
を
受
給
で
き
る
、

ま
た
は
、
こ
れ
ら
の
給
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
受
給

資
格
者
に
養
育
さ
れ
、
給
付

事
由
の
発
生
し
た
日
か
ら
６

年
を
経
過
し
て
い
な
い

・ 

児
童
が
里
親
に
預
け
ら
れ
て

い
る

・ 

児
童
が
父
ま
た
は
母
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
る

・ 

児
童
が
父
ま
た
は
母
の
配
偶

者
に
養
育
さ
れ
て
い
る

・ 

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入

所
し
て
い
る

・
現
況
届
が
２
年
間
未
提
出

▼
認
定
後
、
届
出
が
必
要
な
場
合

・
対
象
児
童
が
増
え
た
と
き

・
対
象
児
童
が
減
っ
た
と
き

・ 
所
得
の
高
い
扶
養
義
務
者
と

同
居
ま
た
は
別
居
す
る
な

ど
、
現
在
の
支
給
区
分
が
変

更
に
な
る
と
き

・
受
給
資
格
を
喪
失
し
た
と
き

・
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き

・
手
当
証
書
を
な
く
し
た
と
き

・ 

手
当
証
書
を
破
損
し
た
り
汚

損
し
た
と
き

・ 

氏
名
・
住
所
・
支
払
金
融
機

関
・
印
鑑
が
変
わ
っ
た
と
き

母
子
・
父
子
福
祉
住
宅
手
当

　

借
家
住
ま
い
の
母
子
・
父
子

家
庭
の
児
童
、
ま
た
は
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
家
庭
で
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給

さ
れ
る
手
当
の
こ
と
で
す
。

▼
対
象
家
庭

・ 

配
偶
者
と
死
別
・
離
婚
し
、

現
に
婚
姻
し
て
い
な
い

・ 

配
偶
者
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い

・ 

配
偶
者
が
１
年
以
上
遺
棄
、

ま
た
は
拘
禁
さ
れ
て
い
る

・ 

配
偶
者
の
心
身
に
重
度
障
が

い
が
あ
る

▼
支
給
要
件

・ 

市
内
に
住
所
を
有
す
る
借
家

住
ま
い
の
方
（
受
給
者
名
義

の
契
約
で
あ
る
こ
と
。ま
た
、

公
営
住
宅
は
除
く
）

・ 

当
該
年
度
に
お
け
る
児
童
扶

養
手
当
の
所
得
制
限
（
上
表

参
照
）
範
囲
内
の
方

▼
手
当
額　

月
額
５
０
０
０
円

受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す　

継
続
の
方
は
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に
！

児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
母
子
・
父
子
福
祉
住
宅
手
当

児童扶養手当所得制限額
 （単位：千円）
税法
上の
扶養
人数

本人の所得額 扶養義務者・
配偶者・孤児
などの養育者
の所得額

全部支給 一部支給

0人 190 1,920 2,360

1 人 570 2,300 2,740

2 人 950 2,680 3,120

3 人 1,330 3,060 3,500

4 人 1,710 3,440 3,880

5 人 2,090 3,820 4,260

※ 対象児童の父などから養育費用として
受け取る金品などは、その金額の 8割
が対象児童を監護または養育している
方の所得として加算されるため、窓口
へ「養育費に関する申告書」の提出が
必要
※ 平成 25 年中の所得で手当額を判定す
るため、住民税未申告の方は必ず市役
所税務課で申告が必要（同居する扶養
義務者がいる場合、扶養義務者につい
ても同様）
※ 平成 26 年 1 月 2 日以降守谷市に転入
された方は平成 26 年 1 月 1 日現在で
居住していた市区町村からの課税証明
書が必要
※ 年度途中で修正申告を行った場合は、
手当額が変更になることがあるので、
必ず児童福祉課窓口まで連絡
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